
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
へ
の
権
限
委
任
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
大
蔵
省
令
第
六
十
四
号
）

改

正

案

現

行

（
証
券
業
協
会
に
関
す
る
権
限
の
委
任
）

（
証
券
業
協
会
に
関
す
る
権
限
の
委
任
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
大
蔵
大
臣
の
権
限
は
、
証
券
業
協
会
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区

域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。

（
証
券
取
引
所
に
関
す
る
権
限
の
委
任
）

（
証
券
取
引
所
に
関
す
る
権
限
の
委
任
）

第
五
条

次
に
掲
げ
る
大
蔵
大
臣
の
権
限
は
、
証
券
取
引
所
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

第
五
条

次
に
掲
げ
る
大
蔵
大
臣
の
権
限
は
、
証
券
取
引
所
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る

地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
。

一

法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
の
上
場
の
届
出
の
受
理

一

法
第
百
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
株
券
（
共
同
組
織
金
融
機
関
の
優
先
出
資
に

二

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
の
上
場
廃
止
の
届
出
の
受
理

関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
四
号
。
以
下
「
優
先
出
資
法
」
と
い
う
。

）
に
規
定
す
る
優
先
出
資
証
券
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
新

株
引
受
権
証
書
（
優
先
出
資
法
に
規
定
す
る
優
先
出
資
引
受
権
証
書
を
含
む
。
）

、
新
株
引
受
権
証
券
、
転
換
社
債
券
、
新
株
引
受
権
付
社
債
券
又
は
外
国
法
人
の

発
行
す
る
証
券
若
し
く
は
証
書
で
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
株
券
等
」
と
い
う
。
）
の
上
場
の
承
認
（
当
該
承
認
に

係
る
株
券
等
の
発
行
者
の
発
行
す
る
株
券
（
外
国
法
人
の
発
行
す
る
証
券
又
は
証



書
で
株
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
が
い
ず
れ
か
の
証
券
取
引
所
に
上

場
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

二

法
第
百
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
社
債
券
（
転
換
社
債
及
び
新
株
引
受
権
付

社
債
券
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
外
国
法
人
の
発
行
す
る

証
券
若
し
く
は
証
書
で
社
債
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
普
通
社
債
券
」
と
い
う
。
）
の
上
場
の
承
認
（
当
該
承
認
に
係
る
普
通
社
債
券

又
は
そ
の
発
行
者
の
発
行
す
る
当
該
普
通
社
債
券
以
外
の
普
通
社
債
券
が
い
ず
れ

か
の
証
券
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

三

法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
の
上
場
の
廃
止
の
承
認
（
当

該
有
価
証
券
の
発
行
者
が
当
該
上
場
の
廃
止
に
つ
い
て
同
意
し
て
い
る
場
合
に
限

る
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）


